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研究成果の概要（和文）： 
 本研究は、我が国の各都道府県において展開されている教員評価制度の運用実態をつぶさに
調査し、その異同を明らかにするとともに、それぞれの特徴を析出し、理想的な教員評価制度
の有様を検討しようとしたものである。研究の結果、我が国の教員評価制度は、各地方自治体
による差はあるものの、基本的には教員の能力開発を企図したものであることが明らかとなっ
た。また、「自己評価」と「実績評価」の関連付けが困難なことや中間期の「申告」「面談」が
十分に保障されていない点などの課題も明らかとなった。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 The purpose of this paper is to clarify the commonality and difference of teacher 
evaluation systems in Japan, examine the characteristics of them, and make the 
concept of an ideal evaluation system.  
 Though there is a slightly difference among prefectures, teacher evaluation systems 
have a commonality in intending to improve teachers' knowledge and competencies.  
 In addition, it is hard to link "a teacher self-evaluation system" to "a performance 
review system", and the sufficient time for a meeting between a teacher and an 
evaluator is not secured.   
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１．研究開始当初の背景 

 学校教育の質的改善、質的向上のためには、

その直接的担い手である教員の役割が極め

て重要であることは、贅言を要しない。事実、

そのための「教員の資質能力の開発・向上」

が、国内外を問わず、現在強く求められてお

り、その具体的方途の１つとして「適切な教

員人事・評価制度の構築」が提言、実施され
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ている。例えば、我が国においては、2000年

4月から東京都で新たな「能力開発型教員人

事・評価制度」が実施されるとともに、その

直後から神奈川県、広島県、香川県等におい

ても同様の制度が本格的に導入された。そし

て、2008年度までに大半の都道府県・政令市

において、試行を含めた同制度の展開をみる

に至っている。また、米国においても、オハ

イオ、フロリダ、ノースカロライナ州に続き、

カリフォルニア州でも1999年から教育改革

の重要な柱の１つとして「新しい教員人事・

評価制度（同僚教員支援・評価制度）の導入」

が図られ、その具体的展開に州民の大きな期

待が寄せられている。 

 確かに、教員の人事・評価は、それが適切・

妥当に行われる場合には、教員自身の勤務意

欲や資質・能力の開発・向上に寄与するばか

りでなく、教員のアカウンタビリティを問い

直し、学校教育の改善を目指す上でも有効な

方途であろう。また、結果的に不適格な教員

を排除することによって、教員集団全体の質

的水準を高め、以て地域住民の信頼回復にも

貢献するものと考えられる。しかしながら、

逆に、その制度自体に問題点を孕んでいたり、

不適切な運用がなされるとするならば、教員

の人事・評価制度は、学校教育改善の疎外要

因にこそなれ、有効な切り札とはなり得ない。 

 

２．研究の目的 

 そこで、本研究は、１）現在全国各地に

おいて展開・実施されている公立学校教員人

事・評価制度の運用実態をつぶさに調査した

上で、２）その全体的な傾向及び各地におけ

る異同を明確化する。次に、３）調査対象地

域の中から典型的な地域と特徴的な地域を

取り上げ、それぞれの徹底的な事例分析を通

して、４）当該地域における教員人事・評価

制度の意義と課題・限界性を整理・究明した

い。さらに、比較教育制度学的な視点から、

５）過年度採択された「米国公立学校教員人

事・評価制度の法的原理と実際的態様に関す

る研究」（平成18年度〜平成20年度科研基盤

研究（Ｃ））の成果を比較分析フィルターと

しつつ、現下わが国の公立学校教員人事・評

価制度の内包する諸課題を検討し、示唆的な

知見を提示することを意図している。 

 

３．研究の方法 

 本研究は、以下の研究方法に依った。 

１）教員人事・評価制度関係の先行研究文献

等の入手・把握 

２）各都道府県・政令市における教員人事・

評価制度関連規則等の入手及び比較分析 

３）各都道府県・政令市における関係者への

アンケート調査の実施と分析 

４）各地域間の比較を通した教員人事・評

価制度の総合的把握 

５）典型的タイプや特徴的タイプの地域へ

の直接訪問調査 

６）比較教育制度学的視点から我が国教員

人事・評価制度への改善指針の提示 

 

４．研究成果 

 研究の成果として、次のような諸点を指摘

することができる。 

第一に、「自己評価」と「実績評価」の両シ

ステムは、多くの自治体でその関連が図られ

ていたことである。中でも、評価者である管

理職と被評価者である教職員が「自己評価」

システムでの面談や指導助言などの意志疎

通を通して、「実績評価」への「自己評価」

の間接的な反映をねらいとする場合だけで

なく、「自己評価」と「実績評価」の双方に

おいて同一の評価項目を活用したり、「実績

評価」シートの中にも、教職員自身による自

己評価欄を作成したりと、直接的に「自己評

価」を「実績評価」に反映させる場合も多く

みられた。 

第二に、「最終自己評価」の時期と「実績評

価」の時期の前後が、自治体によって異なる

という点である。多くの自治体（27 都府県）

が「最終自己評価」を実施したうえで「実績

評価」を実施しているのに対し、「実績評価」

をした上で「最終自己評価」を実施する自治

体（８県）が存在する点は、「実績評価」の

評価の対象期間と、「自己評価」の対象期間



 

 

の「ズレ」が関連しているものと予想される。 

 第三に、「実績評価」システムにおいても、

半数以上の自治体（36 都道府県）が教職員に

対し評価結果を開示していた点である。中に

は、希望者や評価結果の低い者のみと開示対

象を制限する自治体も散見されるものの、大

半の自治体で開示している点は着目される。

さらに、２次評価者（主に校長）の評価比重

が過度に大きくならないように、１次評価者

と２次評価者の評価結果を同等に扱う自治

体が少数（11 府県）ではあるが存在する点か

らは、公平で客観的な評価を心がけようとす

る姿勢が垣間見られた。 

 第四に、評価基準に関して、教職員の「意

欲」や「姿勢」にかかわる項目が設置されて

いた点である。教職員の「意欲」を評価観点

として設定する自治体や「研究・研修への参

加」などの教職員の勤務姿勢に関する評価項

目を設定している自治体が看取され、これら

の「業績」や「能力」のみでは捉えきれない

教職員の力量を評価しようとする点は、教職

員のモチベーション向上という側面からみ

ても重要である。 

 第五に、わずかではあるが、評価項目にお

いて、「選択制」が導入されていた点である。

「選択項目」として複数の項目が設置され、

その中から、教職員はいくつかの項目を選択

することができる。この選択システムは、他

律的に評価項目を提供されるのではなく、評

価される項目を教職員自身が自発的に選択

することで、評価制度に対する「納得度」や

「やる気」の向上につながるものと予測され

る。 

 一方で、教職員評価制度は課題も有してい

る。第一に、目標管理を通して教職員の能力

開発を目指す「自己評価」システムと、主に

人事管理の材料として活用される「実績評

価」システムは、その役割が異なるため、単

純に関連付けることが難しい点である。例え

ば、「実績評価」を人事管理の資料として活

用するには、遅くとも 12 月末までには評価

結果を提出することが望ましく、そのために

は年度末に実施される「自己評価」の最終成

果ではなく、年度途中の中間結果を「実績評

価」に反映させざるをえない。つまり、両者

の運用スケジュールに大きな「ずれ」が存在

するために、中間期までの達成度を「実績評

価」に反映させている点に関しては、評価の

妥当性や納得性等の点で疑問が残る。 

 第二に、「自己評価」システムに関して、

中間期の「申告」「面談」が十分に保障され

ていなかった点である。「自己評価」システ

ムでは、「申告」「面談」は重要な要素である

が、中間期に「申告」「面談」を必要時にの

み実施すると規定する自治体が一番多かっ

た。つまりこれは、年度途中での「申告」「面

談」のための十分な時間の確保が困難である

という実態を表しているのではないだろう

か。その一方で、このような「申告」「面談」

共に必要時と規定するいくつかの県では、評

価者に「観察評価シート」の日常的な活用が

要求されており、「申告」「面談」という形式

にとらわれずに、評価者と教職員の共通理解

を図る工夫がされている点は、一定程度評価

できよう。 

 第三に、一部の県では、「実績評価」にお

いて「相対評価（校内）」が活用されていた

点である。学校内で「相対評価」を活用する

ことは、教職員の競争心を必要以上に煽る危

険性がありはしないだろうか。さらに、評価

結果の教員給与への反映を構想しているの

であれば、学校間の格差を考慮しなければ、

公正・公平な処遇の実現は困難である。 

 第四に、２次評価者に対する評価決定権限

が大きい点である。１次評価者と２次評価者

の評価結果を同等に扱う自治体は 11 府県あ

るものの、多くの自治体では２次評価者が最

終的な教職員の評価を決定することができ

る。確かに、一般に２次評価者は１次評価者

や教職員自身の意見などを参考として評価

することが求められているが、どこまで参考

とするかは評価者の判断に任せられており、

評価の客観性が真に保たれているかどうか

については保障の限りではない。加えて、多

くの自治体が「多面的」な評価を実施するた

めに児童生徒、保護者、他の教員などの意見



 

 

を参考にする旨を規定しているが、具体的に

実施しているのは主任クラスを採用してい

るわずかな自治体のみである。評価の客観性

を保つためにも、多くの「目」による評価を

提供する必要があるだろう。 

 第五に、評価の正当性に対する問題が残る

中、一部の自治体ではすでに評価結果を報酬

へ結び付けていた点である。今後、評価結果

の給与への反映を進めていくならば、評価者

の評価能力を確保し、公正な評価を提供する

ことが求められる。加えて、評価結果を研修

などへ活用する自治体が一定程度存在して

いたものの、「新しい教職員評価制度」が導

入された意義を考慮するならば、研修などへ

積極的に活用し、教職員の能力向上のための

資料として利用する自治体のより一層の増

加も望まれよう。 

 同制度は「自己評価」と「実績評価」の２

本柱で実施される場合が一般的であるのに

対し、そうでない県も存在した。中でも、秋

田県や佐賀県のように「自己評価」システム

をベースとしそれに基づき教職員の「総合評

価」を実施する例は、「自己評価」と「実績

評価」の両システムを単に関連させるのでは

なく、両システムを組み合わせた１本柱の評

価制度であり、興味深い。また、宮崎県のよ

うに、同じ２本立ての制度として実施しなが

らも、「自己評価」に関する部分だけでなく、

両システムにおいて意志疎通を図る「ミーテ

ィング」を設置している点も、特筆すべきで

ある。その一方で、兵庫県等のように、「自

己評価」システムを導入せずに、「実績評価」

のみを教職員評価制度として実施する自治

体が存在する点も、看過できない。 
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